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「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の 
 取りまとめ結果の報告」に関する意見 

（案） 
 

平成 23 年 6 月 24 日 
消 費 者 委 員 会 

 
 消費者安全法第 13 条は、国が収集・分析した事故関連情報についてその結果

を内閣総理大臣が国会に報告することを義務付けている。消費者庁は６月17日、

その規定に則って「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結

果の報告」をまとめ、国会に提出した。 
 消費者庁の報告は今回で３回目となる。消費者委員会は過去２回の報告に対

してその都度意見を表明し、内容の改善を提起してきた。今回の報告について

も、これまでの問題点が是正されているか、新たな課題はないか、などを含め、

次のように意見を述べる。 

 
Ⅰ 改善された点 

 
 ア）消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の事例が盛り込まれた。（76

頁～153 頁） 

 イ）「追跡確認状況」のデータと重大事故事例のデータとを関連付け、どの事

故がどのように対処されたかなどを示す項目が追加された。（36 頁～75

頁） 

 ウ）情報を受けての消費者庁等の措置状況がより詳しく掲載された。（16 頁～

30 頁） 

 
 上記３点のうち、ア）とイ）はこれまで消費者委員会で是正を要望してきた

もので、今回の報告では一定の改善が見られる。ウ）については消費者庁等に

よる情報提供や行政処分等など、情報に対する措置について、その内容説明が

より詳しく掲載されている点で、一定の改善が見られる。 
しかしその一方、次の点については依然として課題が残されている。 

 
Ⅱ 課題が残された点 

 
１．情報の一元化と社会的共有化への推進について 
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①「追跡確認状況」が報告期間内の重大事故例を網羅するものとなっていない。 
今回報告された重大事故例は昨年 10 月１日から今年３月 31 日までに通知さ

れた 391 件だが、追跡確認状況は昨年 10 月１日から昨年 12 月 31 日までの３カ

月間に寄せられた 130 件の集計に過ぎない。今年１月から３月末日までに通知

された重大事故例 261 件が「追跡確認未了」とされている。なぜ、通知事例の

うち３分の２の事故例について「追跡確認未了」としているのか、その理由は

記載されていない。 

 
②重大事故の発生日から消費者庁の通知受理日との間に長期間を要している例

が依然として見受けられる。 
 消費者安全法では行政機関の長などが重大事故を知った場合は「直ちに」内

閣総理大臣に通知することになっているが、これを実効性ある制度とするには、

どこの行政機関等が通知したのか、また行政機関等の長が重大事故を「知った

日」を公表することが必要である。報告書では、「事故発生日」から事故の「通

知受理日」まで、半年以上も、中には１年以上も要しているものがあり、重大

事故情報の迅速収集に懸念がある。 

 
③「重大事故」と「重大製品事故」の公表項目が整合化されておらず、重複事

故例が分かりにくい。  
今回は消費生活用製品安全法に基づく「重大製品事故例」についても内容が

報告された。しかし、これら事故例が、消費者安全法に基づき通知された「重

大事故例」のどれと重複する情報か判断できない。重複情報と思われる事例で

も、消費者庁の「通知受理日」（消費者安全法に基づく）と「報告受理日」（消

費生活用製品安全法に基づく）が大きく異なっている場合もあり、本当に同じ

事故例なのか、消費者には極めて分かりにくいものとなっている。事故例につ

いては、できるだけ公表項目の整合化を図り、重複事例もきちんと示して報告

することが望ましいと考える。 

 
④昨年４月に稼働し１年が経過した「事故情報データバンク」、及び昨年 12 月

に開始された「医療機関ネットワーク」に関する制度の運用実績と情報の活

用状況に関する説明が不十分である。 
昨年４月に稼働した事故情報データバンクについては、運用実績の説明が依

然として不十分である。参画機関によるルート別収集件数をはじめ、分野別収

集結果、その分析状況、共有化する行政機関等による活用状況などが明記され

てこそ、今後の活用への課題が明らかになり、より運用実績の向上が図られる

ものと考える。 
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 また、昨年 12 月に開始された医療機関ネットワークは、消費者庁と国民生活

センターの共同事業として開始されたものだが、報告書では、「危害内容」と「傷

病の程度」が報告されているのみで、当該情報を入手した後の対応についての

説明が不足している。1,628 件もの情報について、どのような分析とそれに基づ

く事故防止措置がとられたのか、説明が必要である。 

 
⑤消費者安全法に基づき収集された重大事故例以外の、身体・生命に関する事

故例についての分析・措置状況が明確ではない。その中で、最も件数の多い

「食中毒」については、事例及び行政の対応が公開される必要があると考え

る。 
 消費者安全法第 12 条第２項に基づく通知事案のうち、生命・身体事案に関し

て膨大な事故件数が寄せられている。これらは重大事故ではないが、重大事故

に発展するおそれのある事故も含まれている可能性は否定できない。統計上、

軽微な事故発生件数によって重大事故の発生率が推測されるという指摘もある

ことから、ここに分類される事故例についても、その防止へ向けた分析が求め

られる。特に、内容別内訳で最も多い「中毒」（主に食中毒）については、通知

を受けた後に、消費者庁はじめ、関係行政機関がどのような分析・措置を講じ

たのか、講じなかったのか、明確にすることが必要と考える。 

 
⑥「重大事故例」のうち、「相談者非公表希望の事例」がその概要すら公表され

ていない。 
 消費者委員会はこれまでの意見の中で、重大事故例なのに全面非公表となっ

ている「相談者非公表希望事故例」について、被害者のプライバシー保護に留

意しつつ、全面非公表としないよう要望してきた。この情報が「重大事故」で

あること、「事故情報は国民の共有財産」であること、などの観点から、概要公

表を含む公表のあり方を工夫するよう、再度求める。 

 
２．分かりやすく使いやすい分類を 

 
①「事故内容」の分類が分かりにくいままとなっている。 
 この課題についてはこれまでも改善措置を求めてきたが、改善されていない。

事故内容には「化学物質による危険」「製品破損」「部品脱落」「誤飲」「中毒」「異

物の混入・侵入」「腐敗・変質」などの分類があるが、その内容が分かりにくく、

公表されている事故例のどれに当たるのかについても容易に判明しない。事故

例に項目を設定して指示すれば、理解しやすくなる。 
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②「商品別・サービス別分類」等が分かりにくいままとなっている。 
 この課題についても消費者委員会が第１回の国会報告以降、懸案事項として

改善を求めてきたが、今回も実施されていない。商品別分類は、統計を利用す

る重大な目安となるものだが現状は分かりにくいままである。例えば、冷暖房

機器は「商品等別分類」では、「住居品」に含まれるが、「大分類」「中分類」で

は「住居品」には含まれず、一部は「家電製品」に含まれる。パソコン、電話

機、音響・映像製品は「商品等別分類」では「教養娯楽品」になっているが、「大

分類」「中分類」では、「娯楽用品」ではなく、「家電製品」となっている。「商

品等別分類」の中に、「家電製品」の項目がないことも分かりにくくさせている

一因と思われる。 

 
Ⅲ 何のための国会報告か 再確認を 

 
 国会報告は、事故関連情報の取りまとめ結果が、社会全体で、消費者安全の

確保が図られるよう、収集・分析した情報が、消費者はもとより、事業者、地

方公共団体等に、幅広く、積極的に活用され、消費者事故の未然・拡大防止に

有効に活用できるようにすることを目的としている。また、収集された情報に

ついて、消費者庁がどのように対応し、事故防止につなげようとしたのか、あ

るいはつなげたのか、そのプロセスを分かりやすく説明し、透明性を確保する

ことも目的の一つである。 
そのためには、公表された情報の内容が分かりやすく、理解しやすいもので

あることが前提である。消費者庁は、この点を認識して、今後取りまとめを行

っていただきたい。 
Ⅱで述べた通り、残された課題は多岐にわたる。また、情報の分析・対応に

関しては、食中毒事故など、件数の多い事故について、その分析やそれに基づ

く措置・対応が明確に報告されておらず、分析体制の整備が遅れていることが

うかがわれるなど、新たな課題も見受けられる。事故の未然・拡大防止へ向け、

収集・分析・公表の一層の充実化が求められる。 

 
消費者委員会は、これらの課題について、国会報告の意義と目的を重視し、

検証・評価・監視を実施していく。 

 
 なお、消費者庁による事故情報の収集・分析・公表・活用の状況全体につい

ては、消費者委員会消費者安全専門調査会が、現在、報告書を取りまとめ中で

あり、消費者委員会としては、同報告書の公表を受けて、改めて意見を表明す

る予定である。 


